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新
体
制
を
迎
え
た
単
位
民
児
協
の
運
営
に
つ
い
て

● 

令
和
５
年
４
月
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
が
始
動
し
ま
す

● 

身
近
な
不
動
産
と
相
続
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す
！

● 

福
祉
行
政
報
告
例
が
公
表
さ
れ
ま
し
た

● 

一
斉
改
選
結
果
が
発
表
さ
れ
ま
し
た

●

全
民
児
連
役
員
改
選
の
結
果
に
つ
い
て

全
民
児
連
の
動
き

ｔｏｐ
ｉｃｓ

● 「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
充
実
に
向
け
た
単
位
民
児
協
活
動
状
況

ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
概
要

● 

令
和
５
年
度 
全
民
児
連
事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

● 

令
和
５
年
度 

互
助
共
励
事
業
事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

in
forma
t
ion
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私
は
、
改
選
前
後
か
ら
、
い
く
つ
か
の
府
県
･

指
定
都
市
の
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
（
以
下
、

民
児
協
）
の
ご
依
頼
を
受
け
、
と
く
に
今
日
に
お

け
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
民
生
委

員
）
活
動
や
単
位
民
児
協
の
運
営
に
関
す
る
講
演
、

研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を

踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
単
位
民
児
協
の
運
営
に

必
要
な
視
点
を
述
べ
ま
す
。

1.
活
動
を
す
す
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な

視
点
（
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
）

　

ま
ず
前
提
と
し
て
、
孤
立
、
貧
困
、
自
殺
等
の

深
刻
化
し
た
生
活
問
題
に
対
す
る
民
生
委
員
の
役

割
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

①�

〈
ひ
き
こ
も
り
〉
内
閣
府
が
２
０
１
９
年
３

月
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
自
宅
に
半

年
以
上
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
満
40
歳
か
ら
満

64
歳
の
人
が
全
国
で
推
計
61
万
３
０
０
０
人

い
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。
15
歳
か
ら
39
歳
の

ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
人
を
加
え
る
と
、

１
０
０
万
人
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

②�

〈
高
齢
者
の
孤
立
〉
要
介
護
者
、
認
知
症
高

齢
者
の
数
は
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
従
来
の
よ
う
な
家
族
の
介
護
を
期
待

す
る
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
世
帯
主
が
65
歳
以
上
で
あ
る
高

齢
者
世
帯
の
多
く
が
、
ひ
と
り
暮
ら
し
、
高

齢
夫
婦
の
み
世
帯
と
な
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
が
老
い
て
い
く
過
程
を
最
後
ま
で
見
守

り
、
支
援
す
る
仕
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

③�

〈
貧
困
〉
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、仕
事
を
失
っ

た
方
が
た
が
増
え
、
生
活
の
場
、
生
活
す
る

術
を
失
っ
て
い
ま
す
。

④�

〈
自
殺
者
〉
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
に
自

殺
し
た
小
中
高
校
生
は
初
め
て
５
０
０
人
を

超
え
、
過
去
最
多
と
な
る
見
通
し
で
あ
る
こ

と
が
文
部
科
学
省
な
ど
の
ま
と
め
で
判
明
し

ま
し
た
。

⑤�

〈
災
害
〉
地
震
や
豪
雨
等
の
自
然
災
害
が
増

加
し
て
お
り
、
発
災
前
と
後
の
要
援
護
者
へ

支
援
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い

ま
す
。
50
年
近
く
地
域
福
祉
活
動
に
関
わ
っ

て
き
た
私
に
と
っ
て
も
、
今
ま
で
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
感
じ
、

多
く
の
社
会
福
祉
従
事
者
も
、
危
機
を
感
じ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
４
年
12
月
の
改
選
で
は
、
定
数
24

万
５
４
７
人
に
対
し
て
、
委
嘱
者
数
は
22
万
５
３

５
６
人
で
、定
員
充
足
率
は
93
・
７
％
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
新
任
委
員
の
割
合
は
32
・
０
％

に
及
び
、
新
人
の
単
位
民
児
協
会
長
も
増
加
傾
向

に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
）
が
広
が
っ
た
令

和
２
（
２
０
２
０
）
年
よ
り
民
生
委
員
活
動
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
あ
り
、
な
か
な
か
活
動
実
績

特 集

新
体
制
を
迎
え
た

�

単
位
民
児
協
の
運
営
に
つ
い
て

　
一
斉
改
選
後
、
新
し
い
単
位
民
児
協
会
長
が
多
く
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
単
位
民
児
協
組
織

強
化
の
ポ
イ
ン
ト
や
、『
単
位
民
児
協
運
営
の
手
引
き
【
令
和
４
年
３
月
版
】』
の
紹
介
と
、
Ｑ
＆
Ａ
形

式
で
市
川
一
宏
先
生
か
ら
民
児
協
運
営
の
ヒ
ン
ト
を
お
届
け
し
ま
す
。

〔解説〕

単
位
民
児
協
の
強
化
に
向
け
た
組
織
づ
く
り
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を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
私
は
、

民
生
委
員
同
士
で
活
動
を
学
ぶ
場
、
役
割
を
確
認
、

合
意
す
る
場
と
し
て
の
単
位
民
児
協
に
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

2.
単
位
民
児
協
の
場
を
活
か
す
（
何
を
し

た
い
か
、
何
が
で
き
る
か
）

　

単
位
民
児
協
は
、
民
生
委
員
法
第
20
条
に
規
定

さ
れ
た
、
す
べ
て
の
民
生
委
員
が
所
属
す
る
組
織

で
す
。
民
生
委
員
の
日
ご
ろ
の
活
動
は
多
様
で
あ

り
、
対
応
に
悩
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も

住
民
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
に
活
動
し
て
い
る
民
生

委
員
が
孤
立
し
て
は
、
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
自
ら
の
は
た
ら
き
を

問
い
直
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
民
生
委
員
活
動
と
は

何
か
、
活
動
の
意
味
、
目
的
、
内
容
、
方
法
に
つ

い
て
、
所
属
す
る
委
員
と
検
証
す
る
機
会
が
大
切

と
思
い
ま
す
。
も
し
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
、
民
生
委

員
活
動
が
し
に
く
く
な
り
、
委
員
の
孤
立
等
の
問

題
が
深
刻
に
な
っ
て
き
た
な
ら
、
改
め
て
は
た
ら

き
の
意
味
・
目
的
を
確
認
し
、
可
能
な
方
法
を
見

い
だ
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
単
位
民
児
協
の
役
割
と
し
て
、
民
生
委

員
法
第
24
条
で
は
、
第
１
項
で
担
当
区
域
の
設
定

と
事
項
の
明
確
化
、
職
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
調

整
、
福
祉
事
務
所
等
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
、

必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
必
要
な
知
識
及

び
技
術
の
習
得
等
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
他
の
項
で
、
必
要
な
意
見
具
申
、

社
会
福
祉
関
係
団
体
の
組
織
へ
の
関
わ
り
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
委
員
同
士
で
民
児
協
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲

み
、
個
別
の
対
応
事
例
を
と
お
し
て
、
日
ご
ろ
の

活
動
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
民
児
協
は
「
垂
直
型
」
の
組
織
（
上
意

下
達
型
の
組
織
）
で
は
な
く
、
会
長
等
を
含
め
、

す
べ
て
の
委
員
が
対
等
な
立
場
で
活
動
に
参
加
す

る
「
水
平
型
」
の
組
織
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、

お
互
い
を
尊
重
し
、
自
由
に
発
言
で
き
る
民
児
協

運
営
を
す
す
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
単
位
民
児
協
の
運
営
の
方
法
を
メ
ン

バ
ー
で
合
意
し
て
す
す
め
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
の
際
に
は
、
次
の
こ
と
を
意
識
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

①
互
い
の
情
報
を
共
有
し
、
可
能
な
民
生
委
員

活
動
を
考
え
る
こ
と

②
日
ご
ろ
の
活
動
の
悩
み
、
苦
し
み
を
受
け
止

め
る
場
と
し
て
、
互
い
に
支
え
合
う
関
係
を

築
く
こ
と

③
新
任
民
生
委
員
の
活
動
を
支
え
る
こ
と
に
留

意
す
る
こ
と

④
主
任
児
童
委
員
が
民
児
協
内
で
孤
立
す
る
こ

と
な
く
、
積
極
的
に
、
意
欲
を
も
っ
て
活
動

で
き
る
よ
う
、
区
域
担
当
委
員
と
の
連
携
の

あ
り
方
や
具
体
的
役
割
な
ど
を
考
え
る
こ
と

な
ど
が
重
点
的
な
取
り
組
み
課
題
で
す
。

　

な
お
、
単
位
民
児
協
の
規
模
や
担
当
地
域
は
さ

ま
ざ
ま
で
す
。
地
域
の
個
別
性
は
大
き
く
、
少
子

高
齢
化
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
が
難
し
い
地
域
、

買
い
物
難
民
や
雪
の
な
か
で
孤
立
す
る
危
険
が
あ

る
地
域
、
ま
た
年
間
に
約
20
万
人
の
住
民
が
入
れ

替
わ
る
よ
う
な
地
域
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
点

的
取
り
組
み
も
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
す
。
各
地

域
で
、
相
応
し
い
単
位
民
児
協
の
運
営
や
重
点
的

活
動
に
つ
い
て
、考
え
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
、
重
層

的
支
援
体
制
整
備
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
自
治

体
も
増
え
て
い
ま
す
。
新
た
な
協
働
の
シ
ス
テ
ム

に
民
生
委
員
が
ど
の
よ
う
に
加
わ
る
か
、
話
し

あ
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
部
会
や
委
員
会
を
設

け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
目
標
や
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
活

動
を
す
す
め
る
こ
と
も
効
果
的
で
す
。
既
存
の
部

会
・
委
員
会
で
見
直
す
べ
き
も
の
は
な
い
か
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

次
に
定
例
会
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

定
例
会
は
、
委
員
間
の
情
報
の
共
有
や
活
動
方
針

の
確
認
、
合
意
形
成
、
さ
ら
に
は
研
修
の
場
と
し

て
な
ど
民
児
協
運
営
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有

し
て
い
ま
す
。
こ
の
定
例
会
を
よ
り
有
意
義
な
も
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の
と
す
る
よ
う
、
報
告
事
項
に
関
す
る
時
間
を
限

定
し
、
委
員
間
で
の
協
議
に
充
て
る
時
間
を
増
や

す
こ
と
で
、
事
例
検
討
な
ど
を
積
極
的
に
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
定
例
会
は
、（
会
議
と
し
て
の
）

「
民
生
委
員
協
議
会
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
児
童

委
員
協
議
会
」
で
も
あ
り
ま
す
。
主
任
児
童
委
員

か
ら
の
報
告
の
月
例
化
や
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち

を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
等
、
児
童

委
員
活
動
に
関
す
る
協
議
を
必
須
化
す
る
と
い
っ

た
運
営
上
の
工
夫
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
委
員
活
動
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
は
、

現
役
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
な
る
民
生
委
員
Ｏ
Ｂ

を
「
協
力
員
」
と
し
て
委
嘱
す
る
と
い
っ
た
取
り

組
み
な
ど
も
一
部
自
治
体
で
み
ら
れ
ま
す
が
、
今

後
に
向
け
て
は
、
地
域
性
も
踏
ま
え
つ
つ
、
種
々

の
取
り
組
み
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

3.
『
単
位
民
児
協
運
営
の
手
引
き
【
令
和

４
年
３
月
版
】』
の
概
要
と
活
用
方
法

　
『
単
位
民
児
協
運
営
の
手
引
き
【
令
和
４
年
３

月
版
】』（
以
下
、『
手
引
き
』）
は
、
平
成
28
（
２

０
１
６
）
年
に
出
版
さ
れ
た
内
容
を
基
本
的
に
踏

襲
し
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
の
民
生
委
員
活
動
を
支

援
す
る
た
め
の
単
位
民
児
協
の
よ
り
よ
い
運
営
を

め
ざ
し
て
、
活
動
経
験
者
で
あ
る
全
民
児
連
の
役

員
の
方
が
た
に
よ
る
情
報
提
供
、
討
議
、
チ
ェ
ッ

ク
を
経
て
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。
今
回
の
改
訂
の

理
由
は
大
き
く
次
の
と
お
り
で
す
。

①
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
解
決
困
難
な
問
題
が
広

が
り
、
か
つ
深
刻
化
し
た
こ
と

②
今
日
に
至
る
ま
で
に
、
民
生
委
員
活
動
に
関
係

す
る
制
度
の
創
設
、
改
正
等
が
あ
っ
た
こ
と

③
民
生
委
員
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す

が
情
報
伝
達
の
方
法
が
変
化
し
、
特
に
個
人
情

報
の
重
要
性
と
漏
洩
さ
れ
た
場
合
の
重
大
性
に

関
す
る
認
識
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

　

な
お
、『
手
引
き
』
は
、
第
1
章
に
単
位
民
児

協
の
概
要
、
第
２
章
に
単
位
民
児
協
会
長
の
役
割

と
心
構
え
、
第
３
章
に
単
位
民
児
協
の
組
織
と
役

割
、
第
４
章
に
単
位
民
児
協
の
活
動
、
第
５
章
に

単
位
民
児
協
の
運
営
管
理
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

活
動
の
根
拠
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
単
位
民

児
協
運
営
の
Ｑ
＆
Ａ
で
は
、
全
民
児
連
に
多
く
寄

せ
ら
れ
る
質
問
に
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
回
答
し

て
い
ま
す
の
で
、
単
位
民
児
協
内
だ
け
で
な
く
、

市
区
も
し
く
は
ブ
ロ
ッ
ク
お
よ
び
都
道
府
県
・
指

定
都
市
の
レ
ベ
ル
で
、
定
例
会
や
勉
強
会
の
際
に

教
材
と
し
て
活
用
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

4.
こ
れ
か
ら
の
単
位
民
児
協
を
強
化
す
る

た
め
に

　

私
は
、
第
一
に
地
域
全
体
で
地
域
の
あ
る
べ
き

姿
を
描
く
こ
と
が
必
要
と
思
い
ま
す
。
互
い
の
存

在
を
認
め
合
っ
た
地
域
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
寸
断

さ
れ
、
多
く
の
住
民
の
困
難
な
生
活
状
況
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、

互
い
の
存
在
と
違
い
を
認
め
合
い
、
支
え
合
う
地

域
を
描
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
第
二
に
協
働
し
た
は
た
ら
き
を

は
じ
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
勝
負
は
、
互
い
に
支

え
合
う
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
開
発
し
、
今

ま
で
築
い
た
協
働
の
は
た
ら
き
を
強
化
す
る
こ
と
、

協
働
の
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
単
位
民
児
協
を
通
し
た
意
見
具

申
、
提
案
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
単
位
民
児
協
内
で
自
分
達
の
暮
ら
す

地
域
に
つ
い
て
話
し
あ
い
、
皆
さ
ん
で
単
位
民
児

協
運
営
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
単
位
民
児
協
運
営
の
手
引
き
【
令
和
４
年
３

月
】」
は
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
も
し
く
は
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
／
民
児
協
関
係
者
専
用
ペ
ー
ジ

（mj�A
SSIST

）
か
ら
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

※�

印
刷
版
は
令
和
４
年
に
す
べ
て
の
単
位
民
児
協

に
配
布
済
で
あ
り
、
現
時
点
で
在
庫
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●P.5 末に挿入
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特 集

単位民児協運営についてのQ&A
～皆さんからの疑問に市川一宏先生が答えます！～

　月に１回の定例会では時間不足で十分に話しあえず、定例会が有意義な
機会にできていないと思います。どのようにすればいいか、何か工夫・方
法はないか、いつも考えています。

　今回の一斉改選で単位民児協の委員のほとんどが交代となり、2期目の
私が会長となりました。新任委員ばかりで、どのようにリーダーシップを
とって民児協の舵取りをしていけばいいのかわかりません。何か、アドバ
イスをいただけないでしょうか。

　定例会に関してよく指摘されている課題として、行政や社協からの報告や説
明が多く、委員同士での協議に充てる時間が限られるということがあります。
　この定例会をいかに有意義なものにするかについても、報告に関する時間を

限定する、重要性が高いもの以外は書面にまとめて提示してもらう、といった方法を取り入
れることで、具体的な運営改善につながることも本特集の前半にてふれています。定例会を
２部構成にし、事務連絡と協議の時間を明確に分ける、「児童委員協議会」として、主任児童
委員からの報告の定例化や子どもをめぐる課題の情報共有等、児童委員活動の協議を必須化
するという運営方法もすでにご紹介したとおりです。
　また、働きながら委員活動を継続するために、定例会を昼の部と夜の部にするなど、多く
の方が参加できるような工夫もよいと思います。
　定例会の運営では、経験年数にかかわらず民生委員･児童委員が、対等な立場で主体的、積
極的に単位民児協運営に参加し、委員相互の連携や支え合いが可能となるよう、役割分担に
よる運営が行えるよう検討することが重要です。

　令和４年 12月の一斉改選で、全国で多くの新任委員が誕生しており、半数
以上の委員が交代した民児協も少なからず存在します。結果、ご質問者のよう
に経験の浅い委員が会長になるケースも見られます。

　前半の解説でもふれているとおり、そもそも民児協は「垂直型」ではなく、すべての委員
が対等な立場で活動に参加する「水平型」の組織です。
　一般の組織リーダーをイメージして気負う必要はありません。単位民児協の規模や担当地
域はさまざまであり、各地域で相応しい単位民児協運営について、他の委員とともに考えて
いただきたいと思います。また、ひとりで問題を抱えるのではなく、先輩や引退した民生委
員の方がたに相談して、運営していかれたらどうでしょうか。

A2

A1

Q1

Q2
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　地域版活動強化方策の推進について、単位民児協の活動強化方策が出揃
わないなかで、市町村民児協さらに都道府県版とボトムアップ方式で策定
することは難しいと考えます。地域性も違い、置かれた状況も違うため、
各単位民児協版ができあがっていればよいように思っています。

　単位民児協に主任児童委員が１名しかいないため、孤立しているように
も見受けられます。主任児童委員と一緒に活動していきたいとの気持ちは
あるのですが、具体的な方法とともに、接し方もよくわかりません。どの
ようにすればよいでしょうか。

　地域版活動強化方策は、何か新たなことに取り組むことを意図したものでは
ありません。各民児協がこれからの活動目標を明確にするために作成するもの
です。まず、これまでの民生委員活動、単位民児協活動をふりかえり、整理す

ることを目的に取り組みましょう。作成するプロセスのなかで、単位民児協の定例会等にお
いて協議し、地域の実情や課題、委員活動への思いなどを共有することが何より大切です。
　ボトムアップ方式の必要性ですが、たしかにご指摘のとおり、都道府県内でも地域性の違
いは存在しています。しかし、市区町村民児協は単位民児協版方策を支援し、さらに都道府
県・指定都市民児協は、市区町村民児協が行う単位民児協への支援も含め、市区町村民児協
版方策の作成を支援していく考え方をとっています。お互いの共通の目的に向けて、相互支
援を行う民児協間の関係は、今、多くの自治体で検討・実施している重層的支援体制の構築
に寄与するともいえます。
　全民児連は、地域版活動強化方策の具体的な作成方法について「推進の手引き」を作成し
ています。「推進の手引き」では、地域の実情を把握し、地域の課題を明らかにするために、
ワークシートA～Cを示しています。ワークシートはすべて記入しなければいけないという
ものではありませんし、項目も各地の地域性にあわせて増やしたり、減らしたりして工夫し
ていただけます。この機会にそれぞれの地域の実情や課題を把握し、今後どのような活動を
行っていくのか検討するためのツールとして、積極的に活用していただければ幸いです。

　民生委員は同時に児童委員でもあります。主任児童委員の活動を正しく理解
したうえで、主任児童委員の特性を委員間で共有してはいかがでしょうか。ま
た定例会において、地域の子どもたちの課題を共有化し、日ごろの児童委員と

しての活動をふりかえり、主任児童委員から意見をもらい、単位民児協内で協働した活動を
模索してはどうでしょうか。
　そして、主任児童委員が民児協内で孤立することなく、積極的に、意欲をもって活動でき
るよう、区域担当委員との連携のあり方や具体的役割等を考えることが大切です。
　児童部会や委員会を設け、それぞれに目標やテーマを設定して活動をすすめることも効果
的です。既存の部会・委員会で見直すべきものはないか考えてみましょう。

A4

A3

Q3

Q4
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特 集

　全民児連では、令和５年２月１日から３日に「全国民
生委員指導者研修会」を開催しました。本研修は、市区
町村民児協ならびに都道府県・指定都市民児協が果たす
役割や、単位民児協運営の強化について学ぶことを目的
に、都道府県・指定都市民児協のリーダーを対象としプ
ログラム内容については下記のとおりです。

研修プログラム
【開会挨拶】　全国民生委員児童委員連合会　会長　得能　金市
【行政説明①】
「地域福祉施策の動向と民生委員・児童委員活動に求められる役割」
厚生労働省 社会・援護局�地域福祉課 予算係長　田代　善行　氏
【行政説明②】
「こども家庭庁の取組について～設置の目的及び取組状況～」
内閣官房 こども家庭庁設立準備室 参事官補佐　大野　久　氏
【事業説明】
「全民児連の動向と地域版活動強化方策の推進」
全国社会福祉協議会 民生部長　熊坂　淳
【人権学習】
「子どもの人権～児童虐待、いじめ、体罰から子どもを守ろう～」
横浜地方法務局 横須賀支局 民事専門官　阿部　基子　氏
「同和問題について～部落差別（同和問題）を解消しよう～」
横須賀人権擁護委員協議会 会長　小松原　榮　氏
【講義とグループワーク】
「市区町村民児協を支える都道府県・指定都市民児協の役割と単位民児協の運営強化について」
ルーテル学院大学 教授・学術顧問　市川　一宏　氏

　昨今、子どもの虐待や、ヤングケアラーの問題が注視されています。私
たちの単位民児協でも学校との連携をすすめていきたいと考えていますが、
これまで関係が弱く、具体的な方法がわかりません。まずはどのように関
係をつくっていけばよいでしょうか。

　児童委員として実際に行っていることをふりかえり、その実績をまとめ、共
有することで、学校側が児童委員に期待したいことを考えてはどうでしょうか。
　たとえば、児童の登下校時の見守り活動として委員が児童とあいさつを交わ

すことで、普段の子どもの変化に気づいたり、子どもたちとの短い会話のなかから家庭の問
題に気づいたりすることがあり、その後、学校と連携し、子どもや家庭の課題の早期発見・
対応につながる事例は多く報告されています。子どもへのあいさつ運動から、学校との関係
をつくっている民児協もあります。
　現在、学校内においても、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーといった専門職も
増えており、新たな取り組みを模索することも考えられますが、まず普段の児童委員の取り
組みを学校関係者に伝え、理解してもらうことからはじめてはいかがでしょうか。

 ※令和５年２月１日～３日開催の全国民生委員指導者研修会にて集約した質問を掲載しています。

A5

Q5



8View No. 227

　

全
民
児
連
で
は
、
令
和
４
（
２
０
２
３
）
年
９

月
か
ら
11
月
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
負
担
軽

減
や
活
動
の
充
実
・
強
化
に
向
け
た
検
討
、
お
よ

び
全
民
児
連
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
制
度
１
０

０
周
年
活
動
強
化
方
策
」
へ
の
取
り
組
み
推
進
の

た
め
の
現
状
把
握
を
目
的
に
、「
民
生
委
員
・
児

童
委
員
活
動
の
充
実
に
向
け
た
単
位
民
児
協
活
動

状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
以
下
、
令
和
４
年
度
調
査
）

を
行
い
ま
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
結
果
の
概
要
を
一
部
お
伝
え
し
ま

す
。

【
ア
ン
ケ
ー
ト
概
要
】

名　

称
：�

民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
充
実
に

向
け
た
単
位
民
児
協
活
動
状
況
ア
ン

ケ
ー
ト

対　

象
：
全
国
の
単
位
民
児
協

（�

１
０
４
１
５
件
。
法
定
以
外
の
み
な

し
単
位
民
児
協
も
含
む
）

回
答
数
：
４
８
５
４
件
（
回
答
率
46
・
６
％
）

実
施
期
間
：
令
和
４
年
９
月
23
日
～
11
月
９
日

基
準
期
間
：
令
和
４
年
７
月
１
日
～
８
月
31
日

（
一
部
設
問
で
は
、令
和
４
年
８
月
31
日
）

1.
「
単
位
民
児
協
版 

活
動
強
化
方
策
」
の

取
り
組
み

⑴ 「
単
位
民
児
協
版 

活
動
強
化
方
策
」
作
成
状
況

　

令
和
４
年
度
調
査
で
「
単
位
民
児
協
版�

活
動

強
化
方
策
」（
以
下
、
活
動
強
化
方
策
）
の
作
成
状

況
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
作
成
済
み
」
と
回
答
し
た

単
位
民
児
協
は
22
・
５
％
、「
作
成
中
」
と
回
答
し

た
単
位
民
児
協
は
３
・
８
％
で
、
活
動
強
化
方
策

に
取
り
組
む
民
児
協
は
計
26
・
３
％
で
し
た
。
一

方
、「
作
成
し
な
い
」
と
回
答
し
た
単
位
民
児
協

は
42
・
６
％
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。〔
図
１
〕

　
「
作
成
し
な
い
」
と
回
答
し
た
理
由
と
し
て
最
も

多
か
っ
た
の
は
、「
市
や
県
の
民
児
協
が
作
成
し
た

『
活
動
強
化
方
策
』
や
『
活
動
計
画
』
な
ど
に
則
っ

た
活
動
を
し
て
い
る
た
め
」（
72
・
４
％
、
複
数

回
答
）
で
し
た
。

⑵ 「
単
位
民
児
協
版 

活
動
強
化
方
策
」
を
作
成
し

て
よ
か
っ
た
こ
と

　

令
和
４
年
度
調
査
で
活
動
強
化
方
策
を
「
作
成

済
み
」
と
回
答
し
た
単
位
民
児
協
に
、
作
成
し
て

よ
か
っ
た
こ
と
を
複
数
回
答
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、

最
も
多
い
回
答
は
「
地
域
の
実
情
・
課
題
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
た
」（
78
・
０
％
）
で
し
た
。
ほ

か
に
も
、「
単
位
民
児
協
活
動
の
方
向
性
を
話
し

合
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
」（
58
・
３
％
）、「
メ
ン

バ
ー
ら
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
活
動
を
振
り
返
る

こ
と
が
で
き
た
」（
51
・
７
％
）
は
半
数
以
上
の
民

児
協
が
あ
て
は
ま
る
と
回
答
し
ま
し
た
。〔
図
２
〕

⑶ 「
単
位
民
児
協
版 

活
動
強
化
方
策
」
作
成
・
活

用
の
工
夫

　

活
動
強
化
方
策
作
成
の
作
成
・
活
用
に
あ
た
り

工
夫
し
た
こ
と
を
自
由
記
述
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、

６
５
７
件
の
有
効
回
答
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
１
３

５
件
（
有
効
回
答
の
20
・
５
％
）
が
「
民
児
協
に

所
属
す
る
委
員
全
員
か
ら
意
見
を
集
め
る
た
め
の

工
夫
」
に
関
す
る
回
答
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

多
く
の
単
位
民
児
協
で
、
全
委
員
の
意
見
を
共
有

し
、
協
議
し
な
が
ら
作
成
す
る
よ
う
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
充
実
に
向
け
た

 

単
位
民
児
協
活
動
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
概
要図 1　 「単位民児協版 活動強化方策」の 

作成状況

作成済み
1,090件、
22.5％

作成中
184件、
3.8％

今後作成予定
386件、
8.0％

作成しない
2,068件、
42.6％

未定
991件、
20.4％

無回答
135件、2.8％
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活
動
強
化
方
策
作
成
の
大
き
な
目
的
は
、
地
域

の
実
情
や
課
題
を
把
握
し
、
今
後
の
取
り
組
み
の

方
向
性
な
ど
を
単
位
民
児
協
全
員
で
協
議
、
共
有

す
る
こ
と
で
す
。

　

市
や
県
の
民
児
協
が
作
成
し
た
地
域
版
活
動
強

化
方
策
や
活
動
計
画
に
則
り
、
市
や
県
で
一
丸
と

な
っ
て
活
動
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
、
同
じ
県

内
、
市
内
で
あ
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
抱
え
る

課
題
や
実
情
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
単
位

民
児
協
版
活
動
強
化
方
策
を
作
成
す
る
こ
と
で
、

地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
活
動
が
よ
り
明
確
に
な
り
、

単
位
民
児
協
と
し
て
取
り
組
む
活
動
の
見
通
し
が

立
て
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

今
後
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
も
と
に
、
全
民
児

連
と
し
て
も
各
民
児
協
に
お
け
る
作
成
お
よ
び
作

成
後
の
活
用
に
向
け
た
取
り
組
み
の
推
進
に
つ
い

て
検
討
し
ま
す
。

2.
単
位
民
児
協
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
取
り
組
み

⑴
コ
ロ
ナ
禍
の
活
動（
令
和
４
年
７
月
か
ら
８
月
）

　

令
和
４
年
度
調
査
で
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か

ら
８
月
31
日
の
単
位
民
児
協
の
取
り
組
み
に
関
す

る
実
施
状
況
、
方
法
を
活
動
別
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、

以
下
の
よ
う
な
結
果
で
し
た
（
①
か
ら
⑤
は
す
べ

て
複
数
回
答
）。

①
定
例
会

　

単
位
民
児
協
の
定
例
会
は
、「
感
染
対
策
し
つ
つ

対
面
」
で
実
施
し
て
い
る
と
の
回
答
が
96
・
４
％
で

最
も
多
く
、
次
い
で「
文
書
」
16
・
６
％
、「
電
話
」

６・９
％
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」６・２
％
で
し
た
。

②
委
員
同
士
の
日
々
の
情
報
共
有

　

委
員
同
士
の
日
々
の
情
報
共
有
は
、「
電
話
」
で

実
施
し
て
い
る
と
の
回
答
が
73
・
９
％
で
最
も
多

く
あ
り
ま
し
た
。次
い
で「
感
染
対
策
し
つ
つ
対
面
」

56
・
５
％
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」
40
・
０
％
、

「
Ｅ
メ
ー
ル
」
24
・
８
％
で
し
た
。

③
単
位
民
児
協
と
し
て
の
研
修

　

単
位
民
児
協
と
し
て
の
研
修
は
、「
感
染
対
策
し

つ
つ
対
面
」
で
実
施
し
て
い
る
と
の
回
答
が
66
・

５
％
で
最
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
次
い
で
「
ま
っ

た
く
で
き
て
い
な
い
」
が
18
・
０
％
で
し
た
。

④
訪
問
・
相
談
活
動

　

訪
問
・
相
談
活
動
は
、「
感
染
対
策
を
し
つ
つ

対
面
」
で
実
施
し
て
い
る
と
の
回
答
が
89
・
５
％

で
最
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
次
い
で
「
電
話
」
65
・

９
％
、「
文
書
（
手
紙
含
む
）」
23
・
３
％
で
し
た
。

⑤
民
児
協
主
催
の
地
域
福
祉
活
動

　

民
児
協
主
催
の
地
域
福
祉
活
動
（
サ
ロ
ン
や
子

ど
も
食
堂
、
住
民
と
の
交
流
の
場
づ
く
り
等
）
は
、

「
感
染
対
策
し
つ
つ
対
面
」
で
実
施
し
て
い
る
と
の

回
答
が
61
・
３
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
ま
っ

た
く
で
き
て
い
な
い
」
が
18
・
６
％
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
を
み
る
と
、「
単
位
民
児
協
と

し
て
の
研
修
」
お
よ
び
「
民
児
協
主
催
の
地
域
福

祉
活
動
」
は
、
約
２
割
の
民
児
協
が
「
ま
っ
た
く

で
き
て
い
な
い
」
と
回
答
し
て
お
り
、
単
位
民
児

協
活
動
の
な
か
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
比
較
的

大
き
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑵
令
和
２
年
度
以
降
の
活
動
の
変
化

　

全
民
児
連
で
は
、
令
和
２
年
３
月
か
ら
同
年
８

月
31
日
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
聞
く
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
を
踏
ま
え
た
単
位
民
児
協
活
動
環
境

図 2　「単位民児協版 活動強化方策」を作成してよかったこと

850件、78.0%
563件、51.7%

524件、48.1%

520件、47.7%

326件、29.9%

635件、58.3%
523件、48.0%

383件、35.1%

66件、6.1%

0 200 400 600 800 1,000

地域の実情・課題を把握することができた

メンバー一人ひとりが
自らの活動を振り返ることができた

委員一人ひとりの思いや考えを共有する
機会となり、結束が強まった

新任委員が単位民児協の実際の活動や目標を
知る機会となった

地域の社会資源を共有し、民児協内で協力して
活動に取り組むきっかけとなった

単位民児協活動の方向性を話し合う
きっかけとなった

単位民児協活動の充実・強化につながった

定例会で活発な議論ができるようになった

その他
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調
査
」（
以
下
、
令
和
２
年
度
調
査
）
を
、
今
回

と
同
様
に
単
位
民
児
協
会
長
を
対
象
と
し
て
実
施

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を
、
令
和
４
年
度
調
査
の

結
果
と
比
較
し
ま
し
た
。

①
定
例
会

　

定
例
会
の
実
施
方
法
は
、
２
年
間
で
あ
ま
り
変

化
は
な
く
、
令
和
２
年
度
調
査
で
最
も
多
い
回
答

は
、
感
染
対
策
を
し
つ
つ「
対
面
」（
91
・
５
％
）で

あ
り
、
次
い
で「
文
書
」（
13
・
３
％
）
で
し
た（
複

数
回
答
。
た
だ
し
、
定
例
会
を
一
時
中
止
し
た
の

ち
に
定
例
会
を
再
開
し
た
民
児
協
を
含

む
）。
令
和
４
年
度
調
査
で
も
同
様
に
、

最
も
多
い
回
答
は
「
対
面
」
で
の
実
施
で

し
た
。

②
委
員
同
士
の
情
報
共
有

　

委
員
同
士
の
情
報
共
有
方
法
は
、
２
年

間
で
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。〔
図
３
〕

　

令
和
２
年
度
調
査
で
は
、
最
も
多
い
回

答
が「
配
慮
を
し
つ
つ
対
面
」（
88
・
１
％
）

で
、次
い
で「
電
話
」（
62
・
３
％
）、「
文
書

（
郵
送
含
）」（
37
・
８
％
）
で
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

等
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」
を
使
っ
て
い
る
と
の
回
答
は

18
・
４
％
で
し
た
（
複
数
回
答
）。

　

令
和
４
年
度
調
査
で
は
、
先
述
の
と
お

り
「
電
話
」（
73
・
９
％
）
と
の
回
答
が

最
も
多
く
、
ま
た
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ
」
が
40
・
０
％
で
３
番
め
に
多
い
回

答
で
あ
り
、
２
年
間
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
Ｓ
Ｎ

Ｓ
の
活
用
が
大
幅
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
調
査
で
、「
コ
ロ
ナ
禍
の
活
動
で
単

位
民
児
協
と
し
て
工
夫
し
て
い
る
こ
と
や
新
た
に

は
じ
め
た
こ
と
」（
自
由
記
述
で
回
答
）
に
つ
い
て

聞
い
た
と
こ
ろ
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
活
用
」
と
の

回
答
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
効
果
と
し
て
「
情
報

共
有
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
っ
た
」、「
ひ
ん
ぱ
ん
に
連

絡
・
報
告
が
で
き
、
委
員
間
の
相
談
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
」
と
い
っ
た
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
と
し
て
す
す
ん
だ

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
は
、
委
員
活
動
が
し
や
す
い
環
境

づ
く
り
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

③
訪
問
・
相
談
活
動

　

令
和
２
年
度
調
査
で
は
、「
訪
問
・
相
談
活
動

を
控
え
て
い
る
」
と
の
回
答
が
19
・
４
％
で
し
た

が
、
令
和
４
年
度
調
査
で
は
、
訪
問
・
相
談
活
動

が
「
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
い
」
と
の
回
答
は

０
・
７
％
で
し
た
。
各
民
児
協
で
の
感
染
対
策
等

の
工
夫
に
よ
り
、
訪
問
・
相
談
活
動
を
実
施
で
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

�

⑶
関
係
機
関
と
の
連
携

　

コ
ロ
ナ
禍
前
よ
り
も
民
児
協
と
し
て
の
関
わ
り

が
増
え
た
行
政
・
関
係
機
関
に
つ
い
て
、
最
も
多

い
回
答
は
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
54
・

０
％
、
以
降
「
市
・
区
役
所
、
町
役
場
の
高
齢
者

担
当
部
」
41
・
６
％
、「
市
区
町
村
社
会
福
祉
協

議
会
」
39
・
１
％
と
続
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
前
よ
り
も
民
児
協
と
し
て
の

関
わ
り
が
減
っ
た
行
政
・
関
係
機
関
は
、「
小
・

中
学
校
」
63
・
６
％
と
の
回
答
が
最
も
多
く
、
以

降
「
保
育
所
・
幼
稚
園
等
」
39
・
５
％
、「
自
治

会
・
町
内
会
」
29
・
７
％
と
続
き
ま
し
た
。

　

全
体
と
し
て
、
高
齢
者
関
係
の
行
政
・
関
係
機

関
と
の
関
わ
り
は
増
え
、
子
ど
も
関
係
の
行
政
・

関
係
機
関
と
の
関
わ
り
は
減
っ
て
い
ま
す
。
自
由

記
述
の
回
答
で
も
、
高
齢
者
の
状
況
に
関
す
る
情

報
共
有
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
支
援
な
ど
で
、
地
域
包

図３　委員同士の情報共有方法 令和 2年度と令和 4年度の比較

5,483件、88.1%
3,876件、62.3%

2,352件、37.8%

724件、11.6%

1,383件、22.2%

1,143件、18.4%

17件、0.3%

191件、3.1%

15件、0.2%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

3密回避などの配慮をしつつ対面で

電話で

文書（郵送含）で

FAXを使って

Eメールで

LINE等SNSを使って

ビデオ会議サービスを使って

その他

まったくできていない （n＝6,226、複数回答）

【令和２年度調査結果】

2,744件、56.5％

3,586件、73.9％
675件、13.9％

436件、9.0%
1,205件、24.8%

1,944件、40.0%
39件、0.8%
30件、0.6%
33件、0.7%
16件、0.3%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

感染対策しつつ対面
電話

文書（手紙含む）
ＦＡＸ
Ｅメール

ＬＩＮＥ等のＳＮＳ
Ｚｏｏｍ等のＷｅｂ会議ツール

その他
まったくできていない

コロナ禍以前から実施していない

【令和４年度調査結果】

（n＝4,854、複数回答）
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括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
行
政
と
の
関
わ
り
が
増
え
た

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

⑷
活
動
上
の
課
題

　

コ
ロ
ナ
禍
で
活
動
上
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、「
感
染
を
心
配
し
て
、
活
動
が
消
極
的
に

な
り
や
す
い
と
感
じ
る
」
が
最
も
多
く
78
・
８
％
、

次
に「
研
修
等
、
知
識
を
習
得
す
る
機
会

が
減
少
し
て
い
る
」
72
・
０
％
で
し
た
。

他
に
も
「
十
分
な
見
守
り
活
動
が
で
き
て

い
な
い
と
感
じ
る
」が
62
・
２
％
、「
新
任

委
員
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
、研
修
が
難
し
い
」が

52
・
２
％
で
あ
り
（
複
数
回
答
）、
半
数

以
上
の
民
児
協
で
活
動
上
の
課
題
と
感
じ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。〔
図
４
〕

　

な
お
先
述
の
と
お
り
、
単
位
民
児
協
の

18
・
６
％
は
民
児
協
主
催
の
地
域
福
祉
活

動
を
「
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
い
」
と
回

答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で

活
動
が
消
極
的
に
な
り
や
す
い
傾
向
が
読

み
取
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
自
由
記
述
の
回
答
か
ら
は
、

コ
ロ
ナ
禍
も
３
年
め
と
な
り
、
社
会
の
変

化
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
や
、
形
式

を
変
え
て
の
地
域
福
祉
活
動
の
実
施
な
ど
、

活
動
の
工
夫
や
新
た
な
実
践
が
着
実
に
す

す
ん
で
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

併
せ
て
、
単
位
民
児
協
の
18
・
０
％
は

単
位
民
児
協
と
し
て
の
研
修
を「
ま
っ
た
く
で
き
て

い
な
い
」と
回
答
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

「
研
修
等
、
知
識
を
習
得
す
る
機
会
が
減
少
し
て

い
る
」
と
の
課
題
意
識
に
直
結
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

全
民
児
連
と
し
て
も
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
も
踏
ま
え
、
民
生
委
員
の
学
び
の
機
会
の
確

保
等
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

3.
災
害
に
備
え
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動

⑴
民
児
協
と
行
政
の
取
り
決
め
に
つ
い
て

　

災
害
に
備
え
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
と

し
て
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
災
害
へ
の
対
応

に
つ
い
て
の
民
児
協
と
行
政
の
取
り
決
め
が
あ
る

か
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
あ
る
」
と
回
答
し
た
民
児

協
が
21
・
７
％
、「
検
討
中
」
が
15
・
３
％
で
し
た
。

　

一
方
で
、「
な
い
」
と
回
答
し
た
民
児
協
が
57
・

２
％
と
半
数
を
超
え
、
災
害
に
備
え
た
行
政
と
の

協
議
が
す
す
ん
で
い
な
い
地
域
も
多
い
状
況
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　

取
り
決
め
の
内
容
に
つ
い
て
は
自
由
記
述
の
回

答
を
み
る
と
、
平
常
時
で
は
、
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
作
成
時
の
協
力
に
つ
い
て
の
内
容
、
発
災

時
で
は
、
自
身
と
家
族
の
身
の
安
全
の
確
保
を
第

一
と
す
る
こ
と
や
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
支

援
な
ど
に
関
す
る
内
容
で
し
た
。

　

ま
た
、
発
災
後
で
は
、
安
否
確
認
や
見
守
り
、

避
難
所
で
の
支
援
、
自
治
会
と
の
連
携
な
ど
に
関

す
る
内
容
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
詳
細
は
、
全
民
児
連

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
ご
協
力
い
た
だ
い

た
単
位
民
児
協
会
長
の
み
な
さ
ま
に
、
お
礼
申
し

あ
げ
ま
す
。

図４　コロナ禍において活動上の課題となったこと（ｎ＝複数回答）

1,564件、32.2%

3,020件、62.2%

3,824件、78.8%

2,533件、52.2%

1,427件、29.4%

1,853件、38.2%

1,860件、38.3%

2,084件、42.9%

3,494件、72.0%

148件、3.0%

2,0001,5001,0005000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

訪問活動に対して拒否反応のある住民がいる

十分な見守り活動ができていないと感じる

感染を心配して、活動が消極的になりやすいと感じる

新任委員へのフォロー、研修が難しい

単位民児協内での委員同士の情報共有や連携が難しい

行政や関係機関との情報共有や連携が難しい

委員の機材やインターネット環境が整わず、
Web会議等の実施が難しい

機材の操作が分からない委員がおり、
Web会議等の実施が難しい

研修等、知識を習得する機会が減少している

その他
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1.
情
勢
認
識

　

令
和
４
年
12
月
の
一
斉
改
選
で
委
員
定
数
が
初

め
て
24
万
人
を
超
え
る
と
と
も
に
、
１
・
５
万
人

超
が
欠
員
と
な
り
、「
な
り
て
確
保
」
が
さ
ら
に

困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

地
域
に
よ
っ
て
は
新
任
委
員
の
割
合
が
半
数
を
超

え
る
と
こ
ろ
や
、
充
足
率
が
８
割
未
満
の
と
こ
ろ

も
あ
り
、
改
選
結
果
を
分
析
し
な
が
ら
、
新
任
委

員
や
期
の
浅
い
委
員
へ
の
支
援
体
制
構
築
や
、
あ

ら
た
め
て
委
員
活
動
の
役
割
や
内
容
を
整
理
し
、

負
担
軽
減
に
よ
る
環
境
整
備
を
行
っ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
５
年
４
月
よ
り
こ
ど
も
家
庭
庁
が

設
置
さ
れ
、
児
童
委
員
制
度
を
規
定
す
る
児
童
福

祉
法
が
、
厚
生
労
働
省
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
に
移

管
さ
れ
ま
す
。
国
の
所
管
が
変
わ
っ
て
も
、
子
ど

も
を
め
ぐ
る
課
題
へ
の
対
応
は
、
総
合
的
、
包
括

的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
学
校
等
関
係
機

関
と
の
連
携
や
、
民
児
協
内
で
の
児
童
委
員
と
主

任
児
童
委
員
の
連
携
強
化
な
ど
が
重
要
で
す
。

　

全
国
各
地
で
自
然
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

民
児
協
と
し
て
災
害
に
対
す
る
平
常
時
か
ら
の
備

え
を
行
う
こ
と
や
、
発
災
時
に
は
活
動
し
な
い
こ

と
な
ど
の
共
通
認
識
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
加
え
て
、
東
日
本
大
震
災
や
熊

本
地
震
な
ど
、
現
在
も
避
難
生
活
を
お
く
る
住
民

が
い
る
被
災
地
に
お
い
て
、
長
期
的
な
復
旧
・
復

興
支
援
に
あ
た
っ
て
い
る
被
災
地
民
児
協
へ
の
継

続
的
な
支
援
も
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
取
り
巻
く
環
境
が
め

ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会

情
勢
、
福
祉
課
題
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る

べ
く
、
全
民
児
連
は
令
和
９
（
２
０
２
７
）
年
度

の
制
度
創
設
１
１
０
周
年
も
見
据
え
た
財
政
健
全

化
や
組
織
体
制
の
見
直
し
な
ど
に
も
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

2.
活
動
の
重
点

　

こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
令
和
５
年
度
の
全

民
児
連
事
業
は
、
次
の
３
点
を
重
点
と
し
て
活
動

に
取
り
組
み
ま
す
。

【
重
点
１
】 

活
動
環
境
の
整
備
と
委
員
活
動
の
継

続
支
援

【
重
点
２
】 

こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
と
新
た
な
こ

ど
も
政
策
へ
の
対
応

【
重
点
３
】 

災
害
へ
の
備
え
と
被
災
地
民
児
協
支
援

3.
各
部
会
・
委
員
会
の
取
り
組
み

⑴
総
務
部
会

①　

第
92
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会
（
広

島
大
会
）
の
開
催

②　

持
続
可
能
な
全
国
大
会
の
あ
り
方
検
討

都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
の
代
表
者
の

結
集
の
場
で
あ
る
全
国
大
会
の
意
義
に
基
づ

い
た
持
続
可
能
で
成
果
あ
る
大
会
と
す
る
た

め
に
、
引
き
続
き
必
要
な
課
題
を
整
理
・
検

討
す
る
。

③　

制
度
創
設
１
１
０
周
年
に
向
け
た
検
討

ア
、
情
勢
変
化
に
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
組
織

力
強
化
の
た
め
、
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
、

部
会
・
委
員
会
等
の
組
織
体
制
の
あ
り
方
を

含
め
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
向
け
た
検
討
を

開
始
す
る
。

イ
、
互
助
共
励
事
業
も
含
む
民
生
委
員
関
係
事
業

の
一
体
的
な
財
政
健
全
化
を
検
討
す
る
。

ウ
、
全
国
大
会
に
お
け
る
収
支
改
善
に
向
け
た
検

討
策
を
整
理
す
る
。

令
和
５
年
度

　
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

 
　
事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

令
和
４
年
度
第
３
回
評
議
員
会
に
お
い

て
決
議
さ
れ
た
令
和
５
年
度
事
業
計

画
・
予
算
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。
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④　
「
被
災
地
民
児
協
支
援
募
金
」
等
に
よ
る
災

害
被
災
地
へ
の
支
援

ア
、「
被
災
地
民
児
協
支
援
募
金
」
運
営
要
綱
に

基
づ
く
支
援
を
実
施
す
る
。

イ
、
心
身
の
負
担
を
含
め
た
被
災
地
に
お
け
る
委

員
活
動
上
の
課
題
を
確
認
し
、
全
国
段
階
に

お
け
る
新
た
な
支
援
を
検
討
す
る
。

⑵
地
域
福
祉
推
進
部
会

①　

民
児
協
活
動
実
態
調
査
の
実
施

ア
、「
市
区
町
村
民
児
協
活
動
実
態
調
査
２
０
２

３
」
の
実
施
お
よ
び
中
間
報
告
を
行
う
。

イ
、「
単
位
民
児
協
活
動
実
態
調
査
２
０
２
４
」

に
向
け
調
査
票
を
作
成
す
る
。

②　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
の
充
実
と
活
動

環
境
整
備

ア
、
改
選
結
果
を
踏
ま
え
、
欠
員
率
や
新
任
委
員

率
が
高
い
等
の
特
徴
が
あ
る
県
・
市
に
聞
き

取
り
調
査
等
を
行
う
。

イ
、
委
員
活
動
環
境
整
備
の
た
め
の
予
算
要
望
を

検
討
す
る
。

ウ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
や
民
児
協
機
能
強
化
に

向
け
た
活
動
事
例
を
機
関
紙
等
に
紹
介
し
、

共
有
を
図
る
。

③　
「
民
生
委
員
制
度
創
設
１
０
０
周
年
活
動
強

化
方
策
」
の
推
進

ア
、
１
０
０
周
年
活
動
強
化
方
策
の
さ
ら
な
る
推

進
の
た
め
に
必
要
な
課
題
を
把
握
し
、
対
応

を
検
討
す
る
。

イ
、『
単
位
民
児
協
版
活
動
強
化
方
策
』
作
成
推

進
に
資
す
る
動
画
教
材
作
成
を
検
討
す
る
。

④

�

災
害
に
備
え
る
民
生
委
員
活
動
お
よ
び
被
災

地
に
お
け
る
民
生
委
員
活
動
、
民
児
協
の
支

援

ア
、
改
訂
『
災
害
に
備
え
る
民
生
委
員
・
児
童
委

員
活
動
に
関
す
る
指
針
』
の
周
知
を
は
か
る
。

イ
、
被
災
地
民
児
協
の
視
察
や
聞
き
取
り
を
行
う

と
と
も
に
、
現
在
の
被
災
地
の
状
況
等
を
全

国
大
会
や
機
関
紙
を
通
じ
て
発
信
す
る
。

　
⑶
児
童
委
員
活
動
推
進
部
会

①　

こ
ど
も
家
庭
庁
発
足
後
の
対
応
等

こ
ど
も
家
庭
庁
発
足
後
の
民
生
委
員
お
よ
び

児
童
委
員
の
制
度
・
活
動
の
一
体
性
担
保
に

つ
い
て
情
報
収
集
し
、
実
務
的
な
課
題
等
の

有
無
の
把
握
と
必
要
な
対
応
を
行
う
。

②

�「
全
国
児
童
委
員
活
動
強
化
推
進
方
策
２
０

１
７
」
の
総
括
と
見
直
し

方
策
に
基
づ
く
全
国
の
取
り
組
み
状
況
を
振

り
返
り
、
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て
必
要
な

見
直
し
を
行
う
。

③

�

児
童
委
員
活
動
の
強
化
推
進
に
む
け
た
参
考

資
料
の
作
成

児
童
委
員
活
動
（
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
活

動
）
の
具
体
的
な
取
り
組
み
の
推
進
に
む
け

て
参
考
に
な
る
冊
子
を
作
成
す
る
。

④

�

子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
の
取
り
組
み
の

推
進

ア
、
全
国
研
修
会
を
実
施
す
る
。

イ
、
参
考
資
料
を
作
成
す
る
。（
再
掲
）

⑷
広
報
・
研
修
部
会

①　

委
員
活
動
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備

ア
、
機
関
紙
・
広
報
誌
を
発
行
す
る
。

イ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
適
宜
更
新
す
る
。

②

�

社
会
的
認
知
を
高
め
、
関
心
を
広
げ
る
た
め

の
普
及
啓
発

ア
、
全
国
の
民
児
協
の
広
報
活
動
支
援

ａ
．「
民
生
委
員
･
児
童
委
員
の
日�

活
動
強
化
週

間
」
で
広
報
を
展
開
す
る
。

ｂ
．「
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の

２
０
２
４
年
度
再
申
請
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ｃ
．
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
を
活
用
し
た
広
告
に

よ
る
普
及
啓
発
を
実
施
す
る
。

イ
、
Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
を
頒
布
す
る
。

ａ
．
広
報
支
援
ツ
ー
ル
を
提
供
す
る
。

ｂ
．
グ
ッ
ズ
の
製
作
を
検
討
す
る
。

ｃ
．
物
価
高
騰
に
伴
う
Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
の
価
格
改
定

の
検
討
を
行
う
。

③　

研
修
実
施
方
針
の
決
定

全
民
児
連
研
修
の
提
供
方
法
の
改
善
点
を
整
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理
す
る
。

　
⑸
機
関
紙
編
集
委
員
会

機
関
紙
『
ひ
ろ
ば
』『
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
』
を
通
じ

た
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
。

　
⑹
人
権
・
同
和
に
関
す
る
特
別
委
員
会

機
関
紙
で
の
情
報
提
供
、
全
国
大
会
、
研
修

会
等
で
の
人
権
関
係
資
料
の
配
布
に
よ
る
人

権
課
題
へ
の
理
解
促
進
を
図
る
。

4.
年
度
版
資
料
等
の
発
行

⑴
機
関
紙
の
作
成
・
発
行

⑵
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
向
け
冊
子

⑶
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
記
録

⑷�

民
生
委
員
・
児
童
委
員
関
係
資
料
の
企
画
・
編

集
協
力
（
全
社
協
出
版
部
発
行
）

5.
各
種
会
議
・
研
修
事
業
等
の
実
施

⑴
評
議
員
会
・
理
事
会
・
常
設
部
会

⑵
第
92
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会
（
広
島
）�

⑶
全
民
児
連
評
議
員
セ
ミ
ナ
ー

⑷
リ
ー
ダ
ー
層
に
対
す
る
研
修
会

⑸
児
童
委
員
、
主
任
児
童
委
員
に
対
す
る
研
修
会

⑹
都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
事
務
局
会
議

6.
そ
の
他

⑴
顕
彰
・
慶
弔
の
実
施

⑵
国
お
よ
び
関
係
機
関
と
の
連
携
、
協
働

令和５年度　全民児連予算の概要
【一般会計】
	収入は、2億 257万 9,000円であり、支出は、２億 144万 3,000円です。
	収入支出の内訳は、以下の通りです。

【特別会計（運営資金積立および特別事業会計）】
	不測の事態に備える運営資金、110周年記念事業に向けた資金を積み立
てています。

【特別会計（被災地民児協支援募金会計）】
	全民児連では「被災地民児協支援募金」口座を開設し、任意の募金を常
時受け付けています。

	なお、令和４年度に各地の民児協から寄せられた任意の募金額は令和４
年 12月末時点で約 565万 4,000円です。

	令和５年度も引き続き募金を受け付け、被災した民児協への支援金・見
舞金を送金します。

【収入の部】 【支出の部】

会費収入
80％

事業費
52.5%

事務費
12.5%

人件費
16.7%

販売原価
6.5%

分担金、助成金、
負担金、

固定資産取得
3.6%

事業収入
20％

事業会計繰入
8.2%

※事務費：組織運営に関わる会議開催にかかる旅費等の経費や通信費、印刷費等
　　　　　の事務所経費
※人件費：事務局職員の人件費
※事業費：各部会・委員会事業やPRグッズ頒布事業、全国大会、各種研修会に
　　　　　かかる経費
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1.
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業

⑴
互
助
事
業
の
実
施

　

○
弔
慰
、
見
舞
お
よ
び
退
任
慰
労
の
実
施

⑵
中
央
共
励
事
業
の
実
施

①
委
員
向
け
参
考
資
料
等
の
作
成
、
配
布

『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
ひ
ろ
ば
』（
月
刊
）、

『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
必
携
第
68
集
』、

『
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
記
録
』
他

②
研
修
事
業

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
相
談
技
法
に
関
す

る
研
修
の
支
援
〔
過
去
成
果
物
（
相
談
技
法

Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
テ
キ
ス
ト
等
）
の
活
用
・
周
知
等
〕

③
民
児
協
活
動
強
化
推
進
事
業

専
門
委
員
会
の
開
催

令
和
５
年
度
新
規
事
業
の
募
集
お
よ
び
助
成

（
１
年
目
）
の
審
査

本
事
業
実
施
要
領
と
共
励
事
業
経
理
事
務
要

領
の
検
証
と
見
直
し

④
ブ
ロ
ッ
ク
別
民
生
委
員
・
児
童
委
員
関
係
事

業
会
議
へ
の
開
催
協
力
（
全
民
児
連
役
員
・

職
員
派
遣
等
）

⑶
地
方
共
励
事
業
の
実
施

　

都
道
府
県
・
指
定
都
市
民
児
協
へ
の
助
成

（
会
員
の
活
動
に
資
す
る
事
業
や
単
位
民
児
協

の
育
成
に
係
る
助
成
の
実
施
）
①
相
談
に
関
す

る
研
修
事
業
へ
の
助
成
、
②
都
道
府
県
・
指
定

都
市
民
児
協
が
指
定
す
る
民
児
協
の
育
成
へ
の

助
成
、
③
地
方
共
励
事
業
費
の
助
成
、
④
事
務

費
助
成
、
⑤
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
開
催
費
の
助
成

⑷
互
助
共
励
事
業
財
政
の
あ
り
方
の
検
討

①
互
助
事
業
・
中
央
共
励
事
業
・
地
方
共
励
事
業

の
財
政
状
況
を
踏
ま
え

つ
つ
、
事
業
全
体
の
振

り
返
り
と
内
容
の
検
証

②
全
民
児
連
事
業
と
一
体

的
に
事
務
費
等
を
中
心

に
、
互
助
共
励
事
業
財

政
の
あ
り
方
を
検
討

⑸
関
係
会
議
の
開
催

①
全
国
民
生
委
員
互
助
共

励
事
業
企
画
連
絡
会
議

（
年
２
回
）、
②
全
国
民

生
委
員
互
助
共
励
事
業

運
営
委
員
会
（
年
２
回
）、
③
公
務
審
査
委

員
会（
年
４
回
）、④
専
門
委
員
会（
年
２
回
）

2.
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
保
険
事
業

⑴
保
険
料
の
負
担

　

全
国
の
委
員
の
一
括
契
約
に
係
る
保
険
料
の

全
額
負
担
を
国
に
要
望
す
る
〔
現
在
は
保
険
料

の
２
分
の
１
相
当
額
を
負
担
（
約
９
０
０
０
万

円
／
別
途
国
庫
補
助
あ
り
）〕

⑵
活
動
中
の
事
故
防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況
に
留

意
し
つ
つ
保
険
会
社
と
連
携
し
て
『
事
故
防
止

の
た
め
の
ヒ
ン
ト
集
』
を
活
用
し
、
都
道
府

県
・
指
定
都
市
段
階
で
の
事
故
防
止
の
た
め
の

セ
ミ
ナ
ー
を
可
能
な
範
囲
で
開
催
す
る
。

令
和
５
年
度

　
全
国
民
生
委
員
互
助
共
励
事
業

 

事
業
計
画
お
よ
び
予
算
概
要

令
和
４
年
度
第
２
回
運
営
委
員
会
に
て

協
議
さ
れ
た
令
和
５
年
度
事
業
計
画
・

予
算
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

令和５年度全国民生委員
互助共励事業 予算の概要

●収入の部
当初予算額

（1）会費収入 443,942,000円
（2）国庫補助金収入 10,848,000円
（3）事業収入 0円
合計額（A） 454,790,000円

●支出の部
当初予算額

（1）人件費支出 13,543,000円
（2）事務費支出 751,000円
（3）事業費支出 30,594,000円
（4）助成金支出 105,077,000円
（5）給付金支出 92,730,000円
（6）負担金支出 1,291,000円
（7）会計区分間繰入金支出 117,645,000円
（8）民生委員退任慰労金積立支出 80,000,000円
支出計（B） 441,631,000円

（9）前期末繰越金（C） 443,517,000円

（10）当期末繰越金（A－ B＋ C） 456,676,000円

当期末　運営資金積立預金（予定） 54,079,407円
当期末　退任慰労積立預金（予定） 590,056,472円

※ 退任慰労積立金については、全国の委員が一斉に退任した場合
に備える引当金としての性格に照らし、毎年度積立を行い、
８億円余を常に維持すべきものとしている（３年に１度の一斉
改選で約３億円程度を取り崩して退任委員に給付）。
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こ
れ
ま
で
全
民
児
連
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
創
設

や
児
童
福
祉
法
が
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、

要
望
書
の
提
出
お
よ
び
、
各
省
庁
と
の
調
整
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
令
和
５
年
４
月
か

ら
こ
ど
も
家
庭
庁
が
始
動
し
ま
す
。
こ
ど
も
家
庭

庁
は
、
新
た
な
こ
ど
も
政
策
の
司
令
塔
と
し
て
一

元
的
に
担
う
こ
と
で
、
こ
ど
も
に
関
す
る
問
題
の

早
期
対
策
と
解
決
を
め
ざ
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、

内
閣
府
の
外
局
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
す
。
組
織
体

制
は
、
定
員
が
４
３
０
人
で
あ
り
、
企
画
立
案
や

総
合
調
整
を
担
う
長
官
官
房
の
ほ
か
「
こ
ど
も
成

育
局
」
と
「
こ
ど
も
支
援
局
」
の
２
局
を
設
け
、

令
和
５
年
度
の
予
算
は
４
・
８
兆
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

主
任
児
童
委
員
お
よ
び
児
童
委
員
制
度
の
所
管

は
、
こ
ど
も
成
育
局
（
計
１
６
０
人
）
の
「
こ
ど

も
子
育
て
支
援
課
」
と
な
り
、
子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
や
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
等

相
談
支
援
機
関
の
有
機
的
連
携
、
地
域
子
育
て
支

援
拠
点
の
充
実
、
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、

居
場
所
づ
く
り
支
援

に
係
る
企
画
立
案
・

指
針
の
策
定
等
も
担

い
ま
す
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の

創
設
に
よ
り
、
民
生

委
員
は
厚
生
労
働
省
、

児
童
委
員
は
こ
ど
も

家
庭
庁
が
所
管
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
業
務
や
役
割
に

変
更
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
後
も
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
地
域
で
の
一
体
的
な
活
動
に
支
障
を
き

た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
委
嘱
、
主
任
児
童
委
員
の
指
名
は
引
き
続
き
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
関
連
す

る
事
務
に
つ
い
て
も
、
民
生
委
員
法
を
つ
か
さ
ど

る
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
か
ら
地
方
厚
生
局

を
通
じ
て
自
治
体
に
連
絡
・
調
整
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
ど
も
家
庭
庁
の
始
動
後
も
全
民
児
連
と
厚
生

労
働
省
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
三
者
で
必
要
な
情
報

共
有
、
意
見
交
換
を
行
い
な
が
ら
対
応
し
て
い
く

予
定
で
す
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
へ
の
移
管
に
よ
る

職
務
・
委
員
活
動
の
ご
懸
念
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム
に
て
ご
意
見
を
お
送
り

く
だ
さ
い
。
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム
は
左
の
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
す
。

　

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

※�

集
約
し
た
ご
意
見
は
今
後
の
協
議
の
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
本
フ
ォ
ー
ム
は

一
定
期
間
が
経
過
し
た
後
、
受
付
を
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
承
知
お
き
く
だ

さ
い
。

令
和
５
年
４
月
か
ら

 
こ
ど
も
家
庭
庁
が
始
動
し
ま
す

 

〜
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
お
伺
い
し
ま
す
〜

↑ご意見フォーム
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法
務
省
民
事
局
民
事
第
二
課

�　

令
和
６（
２
０
２
４
）
年
４
月
か
ら
、
土
地
と
建

物
を
相
続
し
た
場
合
の
登
記
申
請
が
義
務
化
さ
れ

る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。
不
動
産
（
土
地
や
建

物
）
の
持
ち
主
（
所
有
者
）
等
の
情
報
は
、
法
務

局
（
登
記
所
）
で
管
理
し
て
い
る
不
動
産
登
記
簿

と
い
う
公
の
帳
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

不
動
産
登
記
簿
を
見
て
も
、
所
有
者
が
わ
か
ら
な

い
、
ま
た
は
所
有
者
の
所
在
（
住
所
）
が
わ
か
ら

な
い
と
い
っ
た
「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
全
国
で

増
加
し
て
い
る
こ
と
で
、
公
共
事
業
や
民
間
取
引

に
お
け
る
土
地
の
活
用
を
阻
害
し
た
り
、
土
地
の

管
理
が
行
わ
れ
ず
に
近
隣
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た

り
す
る
な
ど
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
解
決
に
向
け
て
、「
民
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」（
令
和
３
年
法
律
第
24
号
）
が
令

和
３
年
４
月
に
成
立
・
公
布
さ
れ
、
令
和
５

（
２
０
２
３
）
年
４
月
か
ら
、
不
動
産
と
相
続
に

関
す
る
ル
ー
ル
が
順
次
新
し
く
な
り
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
国
民
に
影
響
が
大
き
い
ル
ー

ル
変
更
と
し
て
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
、
こ
れ
ま

で
任
意
だ
っ
た
不
動
産
の
相
続
登
記
が
義
務
化
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
続
登
記
と
は
、
不
動

産
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
、
相
続
人
の

方
が
法
務
局
に
申
請
し
て
、
亡
く
な
っ
た
方
か
ら

相
続
人
に
不
動
産
登
記
簿
の
名
義
を
移
す
手
続
き

で
す
。
令
和
６
年
４
月
か
ら
は
、
相
続
に
よ
り
不

動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
そ
の
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
を
す
る
こ
と
が

法
律
上
の
義
務
と
な
り
ま
す
。
正
当
な
理
由
な
く

怠
る
と
、
10
万
円
以
下
の
過
料
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

親
な
ど
か
ら
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
、
こ
の

ル
ー
ル
変
更
に
よ
り
、
令
和
６
年
４
月
よ
り
前
に

相
続
し
た
分
も
含
め
て
相
続
登
記
を
す
る
義
務
が

生
じ
ま
す
（
た
だ
し
、
３
年
間
の
猶
予
期
間
が
あ

り
ま
す
）
の
で
、
非
常
に
多
く
の
方
に
関
わ
り
の

あ
る
ル
ー
ル
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

相
続
登
記
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
遺
族
間
で

話
し
あ
っ
て
、
遺
産
分
割
協
議
を
行
い
、
不
動
産

の
権
利
関
係
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

遺
産
分
割
に
つ
い
て
の
相
談
に
接
し
た
場
合
に
は
、

お
近
く
の
法
テ
ラ
ス
を
ご
紹
介
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

　

ま
た
、
相
続
登
記
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
相
談

に
接
し
た
場
合
に
は
、
不
動
産
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
法
務
局
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
（
法
務
局
に
お

い
て
、
登
記
申
請
の
手
続
案
内
も
行
っ
て
い
ま
す
。

要
予
約
制
）。
ま
た
、
相
続
登
記
の
専
門
家
で
あ

る
司
法
書
士
に
相
談
す
る
こ
と
も
ご
検
討
く
だ
さ

い
〔
相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー
（
司
法
書
士
相
談

窓
口
）
が
全
国
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
〕。

　

こ
の
機
会
に
身
の
回
り
の
不
動
産
の
遺
産
分
割

や
相
続
登
記
を
し
っ
か
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

本
稿
で
ご
案
内
し
た
不
動
産
と
相
続
に
関
す
る

新
し
い
ル
ー
ル
の
内
容
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

○
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ
プ�

　

▼
家
族
・
財
産�

　

▼
家
・
土
地
の
購
入
・
相
談
（
登
記
）

　

▼
所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に

　
　
　

向
け
た
民
事
基
本
法
制
の
見
直
し

○
ま
た
は
「
法
務
省　

所
有
者
不
明
」
で
検
索

身
近
な
不
動
産
と
相
続
の
ル
ー
ル
が

 

変
わ
り
ま
す
！
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令
和
５
年
１
月
19
日
、
国
（
厚
生
労
働
省
）
か

ら
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
の
福
祉
行
政
報
告
例

調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
福
祉
行
政
報
告

例
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
・
児
童
福
祉
等
社
会
福

祉
関
係
諸
法
規
の
施
行
に
伴
う
各
都
道
府
県
、
指

定
都
市
お
よ
び
中
核
市
に
お
け
る
行
政
の
実
態
を

数
量
的
に
把
握
し
、
社
会
福
祉
行
政
運
営
の
た
め

の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
か
ら
厚
生
労

働
省
に
報
告
さ
れ
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活

動
記
録
の
集
計
は
、
こ
の
福
祉
行
政
報
告
例
の
区

分
に
基
づ
く
も
の
で
す
。本
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
は
、福

祉
行
政
報
告
例
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
相
談

支
援
の
件
数
等
に
関
す
る
結
果
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
状
況
（
令
和
３
年

度
実
績
）

　

令
和
３
年
度
中
に
民
生
委
員
が
処
理
し
た
「
相

談
・
支
援
」
延
件
数
は
、
４
９
９
万
６
０
９
９
件

（
対
前
年
度
比
：
29
万
４
６
６
０
件
増
〈
＋
６
・

３
％
〉）、「
そ
の
他
の
活
動
」
延
件
数
は
１
８
８

０
万
９
５
８
５
件
（
対
前
年
度
比
：
１
７
３
万
４

４
６
３
件
増
〈
＋
10
・
2
%
〉）、「
訪
問
」
延
回

数
は
３
２
９
０
万
３
３
８
３
回
（
対
前
年
度
比
：

１
５
５
万
８
１
６
０
回
増
〈
＋
５
・
０
％
〉）
と
そ

れ
ぞ
れ
増
加
に
な
り
ま
し
た
。
前
（
令
和
２
）
年

度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
る
活
動
件
数
の
減

少
が
大
き
く
、
今
回
の
結
果
は
、
完
全
で
は
な
い

も
の
の
従
来
の
状
況
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
え
ま
す
。〔
図
１
〕

　
「
そ
の
他
の
活
動
」
の
内
訳
を
み
る
と
、
件
数

の
多
い
も
の
か
ら
①
「
地
域
福
祉
活
動
・
自
主
活

動
」
が
７
２
０
万
６
１
１
５
件
、
②
「
民
児
協
運

営
・
研
修
」
が
４
９
８
万
２
７
３
７
件
、
③
「
調

査
・
実
態
把
握
」
が
３
３
２
万
８
５
５
６
件
、
④

「
行
事
・
事
業
・
会
議
へ
の
参
加
協
力
」
が
２
８

８
万
９
０
６
６
件
、
⑤
「
証
明
（
調
査
・
確
認

等
）
事
務
」
が
36
万
５
２
９
８
件
、
⑥
「
要
保
護

図１　民生委員・児童委員の活動件数

 「福祉行政報告例」に基づき全民児連事務局にて作成
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図２　「その他の活動延件数」の内訳

 「福祉行政報告例」に基づき全民児連事務局にて作成

5,123,570 4,724,157 
4,086,558 

2,957,151 3,328,556 

6,095,469 6,013,981 

5,528,921 
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証明（調査・確認等）事務 要保護児童の発見の通告・仲介

福
祉
行
政
報
告
例
が
公
表
さ
れ
ま
し
た

〜
コ
ロ
ナ
禍
以
降
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
〜
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児
童
の
発
見
の
通
告
・
仲
介
」
が
３
万
７
８
１
３

件
と
の
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
④

「
行
事
・
事
業
・
会
議
へ
の
参
加
協
力
」
に
つ
い

て
は
、
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
の
減
少
割

合
が
大
き
く
、
今
回
の
結
果
を
み
て
も
、
と
く
に
、

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
活
動
で

あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。〔
図
２
〕

　
「
そ
の
他
の
活
動
」
に
「
相
談
・
支
援
」
を
加
え

た
委
員
活
動
の
種
類
全
体
の
な
か
で
最
も
高
い
件

数
割
合
と
な
っ
た
の
が
「
地
域
福
祉
活
動
・
自
主

活
動
」（
30
・
３
％
）
で
す
。
な
お
、「
地
域
福
祉
活

動
・
自
主
活
動
」
が
「
相
談
・
支
援
」
と
逆
転
し
、

最
も
高
い
割
合
と
な
っ
た
の
は
平
成
20
年
度
か
ら
で
、

現
在
ま
で
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。〔
図
３
〕

　

令
和
４
年
12
月
は
３
年
に
１
度
の
一
斉
改
選
で

あ
り
、
今
回
の
一
斉
改
選
で
は
定
数
が
は
じ
め
て

24
万
人
を
超
え
る
一
方
、
委
嘱
者
数
は
約
22
・

５
万
人
と
、
定
員
に
対
し
て
全
国
で
１
・
５
万
人

超
の
欠
員
が
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
が
厚
生

労
働
省
か
ら
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
定
員
充
足
率

（
委
嘱
者
数
／
定
数
）
も
93
・
７
％
に
と
ど
ま
り
、

前
回
改
選
時
で
あ
る
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
の

95
・
２
％
と
比
較
し
て
１
・
５
ポ
イ
ン
ト
減
と
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
一
斉
改
選
に
お
け

る
充
足
率
の
な
か
で
も
最
も
低
い
結
果
で
あ
り
、

委
嘱
者
数
が
前
回
改
選
時
に
比
し
て
２
８
５
０
人

の
減
と
な
っ
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
定
数
は
増
加
を
続
け
る
な
か
、
民
生
委

員
の
「
な
り
て
確
保
」
が
一
層
困
難
に
な
っ
て
い

る
状
況
を
表
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
全
体
に
占
め
る
新
任
委
員
の
割
合
は

32
・
０
％
で
あ
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
民
児
連
で
は
、
令
和
４
年
12
月
に
都
道
府
県
・

指
定
都
市
民
児
協
を
通
じ
て
聞
き
と
り
調
査
を
実

施
し
、
同
様
の
結
果
を
得
ま
し
た
が
、
新
任
委
員

の
割
合
が
６
割
弱
と
な
っ
た
県
も
あ
り
、
地
域
性

が
大
き
い
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
結

果
を
踏
ま
え
全
民
児
連
で
は
、
欠
員
率
が
高
い
、

欠
員
が
続
い
て
い
る
、
新
任
委
員
の
割
合
が
高
い

等
の
民
児
協
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市

民
児
協
と
も
協
働
し
な
が
ら
、
そ
の
要
因
分
析
を

行
い
、
な
り
て
確
保
や
、
現
任
委
員
の
早
期
の
退

任
防
止
に
向
け
た
具
体
的
な
対
策
を
検
討
し
て
い

く
予
定
で
す
。

　

各
民
児
協
に
お
い
て
も
、
一
斉
改
選
の
振
り
返

り
と
と
も
に
、
委
員
制
度
の
理
解
促
進
に
向
け
た

広
報
等
、
さ
ら
な
る
取
り
組
み
の
強
化
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
別
の
充
足
率
と

令
和
元
年
度
と
の
比
較
表
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
）
を

ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

図３　 「相談・支援」「その他の活動」の種類と 
全体に占める割合

 「福祉行政報告例」に基づき全民児連事務局にて作成

相談・支援,
21.0 % 

調査・実態把握,
14.0 % 

行事・事業・
会議への参加
協力, 12.1%

地域福祉活動・
自主活動,
30.3 % 

民児協運営・
研修, 
20.9%

証明（調査・確認等）事務,
1.5%

要保護児童の
発見の通告・
仲介, 0.2 %

一
斉
改
選
結
果
が
発
表
さ
れ
ま
し
た

【全国の改選結果】
令和元（2019）年度

全国
定数 239,682人
委嘱数 228,206人
充足率 95.2%

令和４（2022）年度

全国
定数 240,547人
委嘱数 225,356人
充足率 93.7%



・ 本誌のタイトル「View（ビュー）」には、民生
委員・児童委員活動の「視野」「視点」「展望」
といった意味が込められています。
・ 民生委員・児童委員活動のための、営利を目的
としない本誌のコピー等は自由です。定例会で
の研修等に積極的にご活用ください。

全民児連の動き

　令和４年度第３回評議員会（令和５年２月 27 日・28 日　於：アジュール竹芝）にて、全民児連
の役員が決定しましたのでをご紹介いたします。
� 【敬称略】
会長　得能　金市（富山県）� 副会長　長田　一郎（宮崎県）
� 　　　貫名　通生（東京都）
� 　　　松下　　明（和歌山県）
� 　　　髙山　科子（岡山県）
� 　　　紙谷　京子（札幌市）

監事　藤本　莞爾（岩手県）� 理事　佐川　　徹（北海道）� 本郷　俊明（京都府）
　　　前田　昭文（香川県）� 　　　篠原　清美（福島県）� 住田　達宣（島根県）
　　　杉山　晴康（浜松市）� 　　　本多満理子（新潟県）� 速水　克彦（徳島県）
� 　　　竹内　　稔（山梨県）� 石橋　壯児（福岡県）
� 　　　伊藤　篤志（長野県）� 大内　修道（仙台市）
� 　　　澤井　基光（岐阜県）� 根本　淑枝（さいたま市）

全民児連役員改選の結果について
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